
 

屋外体育施設の利用見直しについて 

１ 目的 

令和５年３月に策定した「立川市体育施設のあり方」の大方針を踏まえ、施設の有効活

用、利便性の向上を目的として、令和６年度より次の観点で一部施設の利用見直しを図

る。 

 

２ 見直しの概要 

・冬期閉場の必要性が低い一部施設について、冬期閉場月の設定を見直す。 

・ナイター設備を有する一部施設について、冬期時間対象月の設定を見直す。 

・利用頻度の低い一部施設について、貸出の設定を見直し、ボール遊びのできる施設とし

て個人開放する。 

・立川市運動場条例を改正し、個人開放対象施設の個人使用料を無料とする。 

 

３ 見直し対象施設と見直し内容  

施設名 利用見直し後 利用見直し前 

立川公園陸上競技場 

通年開場 

午前９時～午後５時 

個人利用料無料 

インフィールド内ボール遊び可 

４～11月開場 

午前９時～午後５時 

個人利用料200円 

ボール遊び不可 

見影橋公園陸上競技場 

（兼野球場） 

通年開場 

午前９時～午後９時 

（11月～２月は午前９時～

午後５時） 

（陸上競技場は通年午前９

時～午後５時） 

個人利用料無料 

グランド内ボール遊び可 

４～12月・３月開場 

午前９時～午後９時 

（11月・12月・３月は午前10

時～午後４時） 

（陸上競技場は４～10月午

前９時から午後５時） 

個人利用料無料 

グランド内ボール遊び不可 

泉町野球場 

通年開場 

午前９時～午後９時 

（11月～２月は午前９時～

午後５時） 

４～１２月・３月開場 

午前９時～午後９時 

（11月・12月・３月は午前10

時～午後４時） 

泉町庭球場 

通年開場 

午前９時～午後９時 

通年ナイター営業 

通年開場 

午前９時～午後９時 

（12～２月は午後５時ま

で） 

明治安田TACHIKAWAフィールド 

(錦町庭球場兼フットサル場) 

通年開場 

午前９時～午後９時 

通年ナイター営業 

通年開場 

午前９時～午後９時 

（12～２月は午後５時ま

で） 
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４ ボール遊びの利用ルールについて（案） 

・立川公園陸上競技場及び見影橋公園陸上競技場（兼野球場）の施設管理棟で代表者、

利用人数の受付を行い、10名未満の利用であることを確認する。（10名以上は団体貸出

の対象となるため） 

・サッカー、キャッチボール、バスケットボールなどのボール遊びを可とし、バッド・

ゴルフ・ゲートボール・グラウンドゴルフ・ターゲットバードゴルフなど、バット・ゴ

ルフクラブなどの用具を用いた個人利用は禁止する。 

・個人利用可能日については、１週間前を目途にホームページにて周知するとともに、

現地に掲示する。 


